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平成２４年度 第５回 米子市公共下水道等使用料審議会議事概要 

 

１ 開会 

   委員１１人の内９人出席により定足数を満たしており、本会が成立していることを確認 

 

２ 議事 

（報告事項） 

（１）前回審議会開催結果について（資料５－１） 

[説明者]  事務局（宇田次長） 

 （概要） 

前回審議会の概要について報告。 

  議事録は、鶴田委員、佐藤委員にご承認をいただいている。 

  第３回審議会までで使用料改定が必要であることを説明し、第４回審議会では、基本使用料の

基本水量及び金額、累進従量制のランク、それぞれの単価、浴場汚水及び温泉汚水の使用料の

３点について事務局案をお示しし、委員の皆さんの意見を伺った。 

大筋のところで合意をいただいているが、温泉汚水の取扱いにおいては、委員の皆さんから様々

な意見があった。 

 

[質疑] なし  

 

（審議事項） 

（２）使用料体系の見直しについて 

 ア 今後の下水道使用料改定スケジュールと前回までの本会議の審議概要について 

 [説明者]  事務局（藤岡係長）（資料５－２） 

（概要） 

本審議会においては、昨年５月以来、本市の下水道使用料のあり方についてご審議いただいて

きた。 

第３回審議会において、下水道事業の収支状況及び今後の見込みについてお示しし、平成２５

年度から平成２７年度までの３か年で累積赤字４９６,８５４千円を解消するため、資本費平準

化債を借り入れながら使用料を９.５１％程度改定するということで合意をいただいている。 

将来の使用者との公平性を保つ観点からも、計画的に累積赤字解消を行う必要があることから、

速やかに使用料改定を行うのが望ましい。 

しかし、長引く景気の低迷を踏まえて、市民に負担を求める使用料の改定は、十分な審議を尽

くす必要があり、また、使用料は条例で定めるものであることから、改定に当たっては議会の

議決が必要であるとともに、市民への周知期間が必要である。 

これらの現状を踏まえ、今回の改定案を反映させた新使用料体系の施行は、平成２５年度年度

中途になると予想される。 

仮に、今年１１月から新使用料体系に改定した場合は、当初の予定よりも短期間で累積赤字解

消を図ることになる。 

なお、第３回審議会で示した収支見込は昨年夏に作成したものであり、その後、国庫補助事業

の状況、収入状況は変化しており、今後の状況も見込みにくい。 
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最終的な使用料改定率は、今後の財政見通しなどを基に改定時期を含めて決定する予定だが、

本審議会では、以前事務局から提示した９.５１％という率ありきで使用料改定を考えるのでは

なく、概ね１０％程度の改定という方向でご検討いただきたいと考えている。 

 

[質疑] 細井会長 

 概ね１０％の改定ということですが、審議会としては何を決めたらよいですか。 

 

[説明者]  事務局（藤岡係長） 

  現実的には今年１１月が改定時期になりますが、平成２７年度末の累積赤字解消を目指すとな

ると、値上げ幅が大きくなることが懸念されますので、平成２８年度末の累積赤字解消を目指

すということでご理解いただきたいという趣旨です。「平成２８年度末の累積赤字解消を目指し、

概ね１０％程度の改定」という表現でさせていただけたらと考えております。 

 

[質疑] 細井会長 

  これまでは、今年４月での改定のつもりだったから、平成２７年度末の累積赤字解消を目指す

という目標で考えてきて、委員の皆さんもそれでいこうかという話になっていましたけど、半

年ずれたので前回示された９.５１％という改定率では厳しいと、だから平成２８年度末の累積

赤字解消を目指すということで同じような議論をしましょうということでしょうかね。それで

いいでしょうかということを、まずここで合意をとることになりますか。 

 

[説明者]  事務局（宇田次長） 

  今までですと、３年ごとに使用料審議会を開催して、その間の使用料を決めていたんですが、

今回は、平成２８年度累積赤字分を含めて考えたいということです。そうすると、現在の見込

みでは１０.２％の改定ということになるんですけれども、建設の進捗等によっても収支が変わ

ってきますので、答申の中身としては「平成２８年度末での累積赤字解消」というのがまず第

一で、表現的には概ね１０％ということにしていただけたらというふうに考えているところで

す。 

 

[質疑] 細井会長 

  今回、具体的に料金を決めないといけないんですよね。なのに、「概ね」というのが少し理解で

きないのですが。 

 

[説明者]  事務局（宇田次長） 

  概ねというのは確かに案としてはおかしいかもしれませんね。 

 

[質疑] 梅林委員 

 半年ずれたというのは我々の審議が遅かったということではないですね。 

 

[説明者]  事務局（藤岡係長） 

  決してそうではありません。 
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[質疑] 細井会長 

 １０％程度の改定という方向で、みなさん他に何かございませんでしょうか。 

 

－ 一同、異議なし － 

 

[説明者]  事務局（宇田次長）（資料５－３） 

（概要） 

 第１回から第４回までの審議会での委員の皆様からいただいた意見概要をまとめた。答申につ

ながる部分もあり、ご確認いただきたい。資料５－３は審議結果をまとめた資料だが、数点、

本日の検討課題も記載している。検討していただく項目についての市の考えは次のとおり。 

  ・使用料改定期間 

   資料５－２のスケジュールを踏まえ、平成２７年度を平成２８年度に変更したいと考えてい

る。 

  ・使用料改定時期及び使用料水準（改定率） 

   改定時期は「２５年１１月」、改定率は「１０％」に変更したいと考えている。 

  ・基本使用料 現在の１ヶ月１０㎥１,１００円を、８㎥１，１００円とする。 

  ・累進度の引き下げ 

 

  なお、浴場汚水及び温泉汚水については、次の資料５－４及び資料５－５で審議をお願いし

たい。 

 

[質疑] 佐藤委員 

個人的には、使用料の改定で我々市民にだけ負担を求められているという気がしてならないで

すね。下水道部としても経営努力されているとは思うんですが、例えば、上水道と一体化する

という案などは出てこないんでしょうか。 

 

[説明者]  事務局（宇田次長） 

  上水道との組織一体化については、市議会でも意見や質問が出たりはしているんですが、見通

しとしては難しいのかなと思っております。 

 

[質疑] 佐藤委員 

例えば、松江市は上水道と一体化していますよね。検討されてみてはと思うんですが。このま

まだと、赤字が発生するたびに値上げが続きますよね。 

 

[説明者]  事務局（宇田次長） 

公共下水道の使用料は、賦課について水道局に委託をしておりまして、上水道下水道で一つの

納付書が出るようになっております。できるところから、合理化をしなければならないと思っ

ております。 

  

[質疑] 梅林委員 

  使用料を１割上げますけれども、市としてもこういう努力をしていますと、そういう目玉がな



 4 

いと、ただ使用料上げますだけではだめだと思いますよ。今、佐藤委員がおっしゃったように、

こういう経営努力をしていますと、将来的にこうしますという目玉を出さないと、ただ赤字だ

から１割上げますというスタイルではなかなか難しいのではないかと思いますね。 

 

[説明者]  事務局（松岡部長） 

経営の改善ということになりますと、現在、使用料の徴収率もどんどん上げてきている状況で

すし、水洗化率も年々増加しておりまして、公共下水道については現在８４％までになってい

る状況です。整備の進め方につきましても、例えばマンホールの大きなものを省略するような

工法とか、あるいは必要ないところは管径を細くしたりですとか、処理場については長寿命化

的な対策とか、人員につきましても全国平均的な維持経費と比較しても少ない方です。 

あと、佐藤委員がおっしゃいました上水道との一体化、これについてもこの方向に動いていな

いというわけではなく、最近企業会計に移行した松江市や鳥取市、また他県の状況なども研究

しております。組織を統合するとなると、会計的なこととか、財務システムのこととか、いろ

いろな準備、条件があります。本市の下水道はまだ企業会計ではありませんので、企業会計に

移行するためには、いろいろ手続きや資料整理が必要となり、事務的には一時的にかえって費

用がかさむということも出てきます。 

そういうことを総合的に考えますと、企業会計に移行する前にいろいろな経営努力をして、経

営改善を図った上で次の段階に進みたいというふうに取組みを進めているところです。 

 

[質疑] 梅林委員 

水洗化率は８４％ということですが、これを上げる努力はしておられますか。 

 

[説明者]  事務局（松岡部長） 

年々率を上げてきておりまして、今後もいろいろ方策を考えております。 

 

[質疑] 加藤委員 

  いますぐ上水道と一体化しなさいということは佐藤委員も言っておられないと思うんですけれ

ど、「いずれは」というよりもちゃんと目標年度を掲げられた方がいいのではないかと思います。 

 

[説明者]  事務局（松岡部長） 

 組織の一体化の見通しについてなかなかお答えづらかったのは、最終的にはいろいろな大きな

条件をクリアした後での話になりますが、その前の段階で幾度か大きな判断を求められること

になりますので、例えば、現在はこの段階でこういう取組をしているんですが、次の段階に本

当にいくのかということになりますと、また大きな決断をする必要があります。今の段階です

でにレールが敷かれている段階でしたら目標年度などもお答えできるんですけれども、今はま

だそこまでにいくつかの大きなハードルがあるものですから、最終的なところまでの目標時期

をお答えしかねたということで、少し回答が後退したかのように受け止められたかもしれませ

ん。 

今の段階で言いますと、累積赤字がある中で、更なる先行投資は大変厳しいものがありますの

で、累積赤字を解消した上で企業会計導入の検討を行うという考え方で取り組んでいるところ

です。 
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[質疑] 佐藤委員 

我々はここでそういう説明を受けるのでいいですが、市民の皆さんに１０％値上げをしますよ

と言ったときに単純に「なぜ我々だけに負担を」という話になりかねないので、そういう方向

性でも見えた方が値上げしやすいのではないかと思います。広報でもしてやっぱり何か見える

ものがないとね。市報は、見ない人もいるから、あまりあてにできるわけではないけどね。 

１０％値上げして平成２８年度赤字解消できるというのも確約ではありませんよね。市として

も我々の方も努力しますよという姿勢を見せてもらわないと。 

 

[質疑] 細井会長 

下水道部と市民の方が集まられるような会議というのは、本会以外にありますか。 

 

[説明者]  事務局（松岡部長） 

ほかにはございません。 

 

[質疑] 細井会長 

ここで議論していることがどれぐらい外に出ていくか分かりませんが、下水道をされている専

門の方と市民が一緒になって相談・議論する場がここしかないから、先ほどからいろんなご意

見が出ていると思うんです。佐藤委員が最初におっしゃったのは、市民の皆さんが持っている

感覚だと思うんですけれども、いつまで値上げが続くのかということだと思うんですね。どう

してもそういう不安があるわけですね。料金等は別にしても、下水道部でこんなことをやって

きましたとか、こういう努力は続けていますとか、例えばこんなことを考えていますとか、ど

ういうビジョンを持っているのかとか、そういうこともいろいろ聞かせてもらって、頑張って

もらっているとか託せるということを知りたいということだと思うんですけどね。 

多分、下水道部からしてみれば、これだけの施設を動かして事業をやっているので今までが安

すぎるんだというのが本当のところなんでしょうけど、やっぱり少しそういう話も聞かせても

らいたい、知りたいということですね。 

 

[質疑] 佐藤委員 

昨年の春、農集の料金統一説明会に行ったときに、農集の料金が上がるということを事前に知

っていた人がどれだけいたでしょうか。下水道部は市報でお知らせしましたと言われるけれど

も、市報に小さく載せたところで読まない人は読まないんですよ。市報だけで周知できるかと

いう問題もあるんですよ。やっぱり値上げをするからには先々こうなっていきますよという今

後の方向性、ビジョンをきちんと何かで示して、その上で値上げもしますよと言えば、納得も

しやすくなるでしょうし、そうすべきではないでしょうか。 

 

[説明者]  事務局（景井係長） 

昨年４月の料金統一の際には、その前年の５月に各家庭全てに料金統一しますというパンフレ

ットを納付書と一緒に送付しておりまして、年が明けてからも改めて各家庭に住民説明会のご

案内とあわせて、料金統一に関する説明文を再度、郵送させていただきました。市報やホーム

ページでも、広報させていただきました。 
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[質疑] 上村委員 

累積赤字の早期解消のためという理由で、説明会で１０％改定に市民が納得するでしょうか。 

先々こういうことをやりたいからという理由でもあれば納得もいくと思うんですが。今、話を

聞きながら、本当だなあと思いまして。 

 

[質疑] 加藤委員 

（普及の促進について）事前に、お宅は下水道に接続されますかというアンケートはされてい

ますか。 

 

[説明者]  事務局（松岡部長） 

しておりません。農集は接続同意書付きで出てきているんですけど、そうはいっても今の農集

の水洗化率は８０％弱です。接続に当たって個人の負担がありますので、そのあたりはなかな

か難しいところがありまして、そういう意味で我々も無利子融資制度とか作ってやってきてお

ります。 

 

[質疑] 谷本委員 

今後も水洗化率が上がっていくだろうということで整備を続けられるわけですか。それは見直

しがないんですか。 

 

[説明者]  事務局（松岡部長） 

接続支援策をもっと充実させていく必要もあるでしょうし、接続指導も強化していく必要があ

ると考えておりまして、その辺の取り組みは進めてまいります。 

 

[質疑] 佐藤委員 

徴収率にしても普及率にしても市民負担ばかりなんですよ。だから、収支計画なり経営分析な

り今後こういうふうに考えていますよということをもっと広報されたほうがいいのではないか

と思うわけなんですよ。 

 

[質疑] 梅林委員 

例えば普及率８４％が９０％になると、どれぐらいの効果があるんですか。 

 

[説明者]  事務局（松岡部長） 

単純に言えば、使用料収入の６％ぐらいは違ってきますね。 

 

[質疑] 梅林委員 

ある程度そういう目標を立てながら、さっきから言いますように、値上げしますということだ

け言っているようではなかなか納得されないのではないでしょうか。 

 

[説明者]  事務局（松岡部長） 

毎年、目標の徴収率や水洗化率を決めて、取り組んできてはおります。ホームページにも載せ
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たりはしているんですが。 

 

[質疑] 梅林委員 

もっと、全世帯に配布みたいなことまでしないと、周知できないと思いますよ。 

 

[質疑] 宇田川委員 

平成２８年度になった時点でまた検討するわけですよね。今後工事をやっていく中で、例えば

工事費がどのくらいかかって、これぐらい接続していただくとこれぐらい収入があって、とい

うシミュレーションは当然なさっての工事ということになるんでしょうね。仮に黒字が出ても、

料金を下げましょうかという話にはなりませんよね。先のことは分からないということもある

ので、先ほど皆さんが言われたような見通しがないと、審議会の前提は値上げみたいなことで

はちょっとどうなのかなという気はいたします。 

 

[質疑] 細井会長 

おっしゃったことは、累積赤字の解消は、料金値上げしかないのかということだと思うんです

よね。累積赤字の解消のために現在もいろんなことをやっているということをもっと出して欲

しいということだと思うんですね。下水道部にしてみたら、これまで説明したことはもうネタ

にはならなくて、まだ説明していない新しくやったことしか出せないと思っていらっしゃるか

もしれないですけど、先ほどからいろいろ意見が出ているように、これまで過去からやってき

た経営努力を説明されたつもりでいるけれども、市民は必ずしもそれを理解していない、だか

らまだまだ説明が足りないと言われていると思うんですよ。ですから、広報のやり方も、そし

て中身も、これまでこういう経営努力をやってきてそれで累積赤字をこの程度に抑えているが、

将来の累積赤字を抑えるためにもこんなことをやることを検討していると、例えば普及率にし

ても現在８４％ならば、あと１６％上げしろがあるということですよね。これを上げるために

今こういう制度を作っています、あるいはこういうキャンペーンをやりますとか、いろんな努

力をされていることをもう少し宣伝してもらいたいということだと思うんですよ。そうしたら、

料金上がるとなっても仕方がない、納得できるという話なのかなと思いますね。 

 

[説明者]  事務局（松岡部長） 

ここでいただいた答申に基づいて議会で議決いただいて、周知の期間も設けておりますので、

その中でおっしゃられるようないろんな取組とか周知できればと思います。 

 

[質疑] 佐藤委員 

値上げは仕方ないとは思うんですけど、先ほど言いましたような事を考えて出された方が、値

上げがしやすいんじゃないかということですね。何もしていないんじゃないかと言っているの

ではなくて、そういうことが目に見えてきませんから、もっと出された方がいいんじゃないか

ということです。 

 

[質疑] 加藤委員 

公共施設も順次接続しておられますよね。 
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[説明者]  事務局（松岡部長） 

はい、しております。単年度で全部というわけにはいきませんが。 

 

[質疑] 細井会長 

広報はどういうふうにしたらいいんでしょうね。市報に出しても市報は読まないと言われると

ね。 

 

[質疑] 加藤委員 

読まないのが前提なんていわれると、作っている方はたまらないですけどね。 

 

[質疑] 梅林委員 

校区単位で説明会を開いていただくとか、自治会長を通じて配布回覧するとかいうスタイルで

やってもらうとかね。 

 

[説明者]  事務局（宇田次長） 

ただいまご指摘いただきました点につきましては、もちろん答申書にも反映させる必要がござ

いますし、説明会にあたっても留意して取り組んでいきたいと思います。次回、答申のまとめ

の話になりますので、そのときに今ご指摘いただいたことで新たに出せる資料があれば、経営

努力について説明できればと思っております。 

ただ今、１０%の値上げということで話をすすめていっていいのかということなんですが。 

 

[質疑] 細井会長 

委員の皆さんは多分１０％については仕方ないと思われていると思うんですが、先ほどからお

話してますのは、市民と下水道部が議論する場がここしかないということなので、こういう意

見が市民から出ているということを下水道部に知ってもらいたいなあと思うので、ちょっと話

をしてもらったんですけどね。せめてここに来ておられる皆さんには、これまでの努力とか今

後やろうとしていることのような情報をもっと出してもらいたいと。 

 

[質疑] 梅林委員 

例えば、素直に１０.２％の値上げをしますよと、それでこういう努力によって１０.０％に抑

えますよとかいうスタンスになりませんか。 

 

[質疑] 上村委員 

とにかく市報だけではなく、もっと市民が分かりやすい納得しやすいようなＰＲをしていただ

きたいですね。 

 

[質疑] 細井会長 

１０％値上げは、本当のところは、支出の面でもやらなければならないことをギリギリ削って

の１０％だと思うんですよ。この下水道部の建物見ても分かりますし、更新、補修していかな

ければならないものは一杯あると思うんですよ。そういうことも先送りしての１０％なので、

こういうことは本当はやらなければならないけれどもこれも先送りしていますというようなこ
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とも、言いにくいかもしれないけど、市民には言った方がいいんじゃないかなと思いますね。 

 

[質疑] 上村委員 

それは言ってもらわないとね。 

 

[質疑] 細井会長 

そういうことは言われていないですもんね。下水道部では支出を削って削っての計算をされて

いるので。 

 

[説明者]  事務局（松岡部長） 

いろんなものをたくさんの資料でもっていっぺんに説明しておりますので、一回の審議の内容

も濃いですし、またこちらは時期的なものを含めて範囲内で抑えようとするものですからなか

なか分かりづらいかもしれません。ただ、おっしゃられるようなことも、今後の経営改善は見

込んだ上で収支計画を入れてはおります。またその辺りを改めて分かりやすく説明させていた

だきたいと思います。なお、水洗化率は平成２３年度末で８５.４％です。失礼しました。 

 

   イ  温泉汚水の使用料について（資料５－４）（資料５－５）（資料５－６） 

[説明者]  事務局（宇田次長） 

（概要） 

前回の審議会において、浴場汚水と温泉汚水の使用料単価について、委員の皆様から意見をい

ただいた。 

「温泉汚水にかかる有収水量と使用料調定額の現状」及び「認定水量等の現状」を説明 

   全体の有収水量に占める温泉汚水の割合 ４.９５％ 

   全体の調定額に占める温泉汚水の割合  ２.２４％ 

温泉汚水は、浴槽１杯分を認定水量としている。 

 

 現行の使用料体系は、累進従量制を採用せず、１㎥当たり税込みで７３.５円としている。これ

は、一般排水よりも処理経費が低いこと、温泉旅館業は排水量を減らすのが困難な事業である

こと、市として温泉水を使用する観光関連施設に対して一定の配慮をする必要があるためであ

る。前回は、２０％の改定案を提案したが、今回は２０％、１４.３％、１０％の３つの案を提

案し、資料５－４の４に基づき、改定シミュレーションについて説明した。 

 

[説明者]  事務局（景井係長） 

 （概要） 

「使用料改定を行った場合のシミュレーション」 

  前回審議会で、委員から、「平均的な使用料を納めていただいている旅館が、改定案により使用

料がいくら増額となるのかのシミュレーションを作成する」という依頼があった。 

 資料５－４の４は、第４回審議会で示した使用料シミュレーションのケース１、ケース２で一

般汚水の使用料を算定し、これに温泉汚水の使用料の３パターンで算定し、合計額を算出した

ものである。 

  この旅館の例では、一般汚水と温泉汚水の年間排出量は、ほぼ同量であるが、現行の使用料調
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定額は、一般排水の使用料が温泉汚水の３倍程度となっている。 

 

   ケース１ 基本水量８㎥ 基本料金 １,１００円とし、２５０㎥の水量区分を増設 

        残りのランクを同率程度改定した案 

   ケース２ 基本水量８㎥ 基本料金 １,２００円とし、２５０㎥の水量区分を増設 

        ケース１に比べて基本料金分の増収が大きくなるため、累進度は抑えられる。 

 

[説明者]  事務局（宇田次長） 

 （概要） 

  前回の審議会での事務局案では、一般汚水の使用料単価の１/２を温泉汚水の単価とするという

案をお示しした。委員の皆様からは、温泉汚水の使用料改定は、ある程度はやむを得ないとし

ながらも、配慮が必要であるというご意見、また、改定率は一般汚水と同程度まででという意

見等もいただいたところである。 

資料５-５で温泉汚水を３案作成したものを示しており、各案の使用料収入見込み額を試算した。 

改定案Ａ 前回事務局案 （８４円 税抜き） 

改定案Ｂ やや抑制したもの（８０円 税抜き） 

改定案Ｃ 一般汚水と同程度の改定とした案（７７円 税抜き） 

 

 温泉汚水の調定額の割合は、全体の２.２４％程度であり、温泉汚水よりも一般汚水の改定をど

うするかが、下水道事業収支にとって大きな影響を及ぼす状況となっている。 

  資料５-６で、浴場温泉排水の改定率によって、一般排水の改定率がどう変わるのかを説明した。 

 

[質疑] 加藤委員 

  例えば、温泉料金を１割上げると、その差額はほかのみんなでカバーしないといけないですね。 

 

[説明者]  事務局（宇田次長） 

  それは一般料金の方にいくんですけど、一般料金は累進従量制ですので割合的には大口利用者

の負担が大きくなろうかと思います。 

 

[質疑] 宇田川委員 

  今回の話とは関係ないかもしれませんが、皆生温泉は入湯税も負担しています。先日、政策的

配慮も考えていただいたらというお話もありましたから…。先ほど皆さんが言われたように、

将来的にどうなるのか分からなくて、まあ経営努力はしていただいているんでしょうけどそれ

が見えてこないのに、１割上がりますとか２割上がりますと言われても、ああそうですかとな

かなか言いにくい状況であります。 

 

[質疑] 細井会長 

 先ほど説明がありましたように、温泉水の全体に占める割合が少ないので、温泉料金の変化ほ

どは、それ以外への負担は少ないといえば少ないということです。 

 

[質疑] 佐藤委員 
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  一般排水と同じ１０％値上げでいいんじゃないでしょうかね。それ以外の例えば８％とか政策

的な配慮をする方法もあるんでしょうけど、この場ではひとまず１０％でいいんじゃないでし

ょうか。 

  

[質疑] 細井会長 

  温泉排水処理単価を一般排水の１/２という考え方でやると２０％の改定になるけれども、一般

排水が１０％の改定をするので、浴場温泉排水も同じでいいのではないかというのが佐藤委員

さんのお考えですね。 

 

[質疑] 佐藤委員 

  以前、温泉水は使用水量が量りにくいと言われていましたでしょうか。量る方法はないんでし

ょうか。 

 

[説明者]  事務局（宇田次長） 

  排水量を直接計量する装置としては、電磁流量計とか超音波流量計とか高価な流量計が必要に

なりますし、相手方に設置していただいた場合管理の問題がありまして、例えば電源を切られ

たらメーターの算定ができませんので、計量は難しいものがあります。また、塩分濃度が高い

ため、メーターが故障すると言われております。 

 

[質疑] 加藤委員 

  本日の配布資料で言うと、ケース６-１（浴場温泉排水改定率１０％）になるんですね。 

 

[質疑] 細井会長 

  そうですね。では温泉排水については１割増と言うことにさせていただきましょうかね。 

 

－ 一同、異議なし － 

 

 ウ 下水道使用料改定案について（資料５－６） 

[説明者]  事務局（枡本主任） 

（概要） 

本日配布資料ケース６－１は、平成２５年１１月に使用料を改定、平成２８年度末の累積赤字

解消を目指し、改定により１７８,０００千円程度の増収を見込んだ案。ケース６－１の概要を

説明した。 

 

[質疑] 細井会長 

 ケース６-１はどうかということですが、質問、コメントいかがですか。 

 

[説明者]  事務局（宇田次長） 

  さきほど温泉排水の改定率が一般排水の改定にどのくらいの影響を与えるかという話が出まし

たが、ケース４とケース６-１を比べてみていただきますと、一般家庭の水量ランクではほとん

ど差がないことがお分かりになろうかと思います。 
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[説明者]  事務局（藤岡係長） 

  あと、この資料は年間使用料収入を平成２３年度の決算で入力しておりますので、この改定率

は、平成２３年度決算を新しい料金体系で計算し直した場合で１０.５９％という数字が出てお

ります。実際のところは使用水量など大変見込みにくい点もございますし、平成２４年度自体

もまだ決算が出ておりません、あと、毎年度同額の使用料収入が入ってくるわけでもありませ

んので、このケース６－１がぴったり１０％となっていないんじゃないかと思われるかもしれ

ませんが、そのあたりはご理解お願いしたいと思います。あくまでシミュレーションとしての

ものです。ページ下の、実際にお願いすることになる使用水量ランクごとの使用料額表につい

ても、イメージの表として捉えていただきたいと思います。 

 

[質疑] 細井会長 

  改定原案まで示されていますけれどもよろしいでしょうか。 

 

  － 一同、異議なし。－ 

   

[質疑] 細井会長 

  これで仕方ないかなという雰囲気でしょうか。なるべく気持ちよく納得していただくために、

もし次回もう一度あるようでしたら、お話にも出ましたが、すでに一度説明していただいてい

るのかもしれないけど、できれば分かりやすいこれまでの経営努力とこれからの経営努力をも

う一回お話していただいたら、それぞれみなさんもお帰りになったときに、周辺の皆さんに答

えやすいかなあと思いますね。 

 

３ その他 

（１）今後のスケジュール、審議事項について 

[説明者]  事務局（藤岡係長） 

 （概要） 

  次回審議会は、３月に開催予定である。  

  次回は、今までの経営努力、今後の方向性を分かりやすい資料でお示しさせていただく。 

  今回の審議内容を整理し、平成２４年度米子市下水道使用料等審議会答申（案）を作成し、委

員の皆様にご検討いただきたい。 

  また、今回の議事録については、谷本委員、伊藤委員にご承認いただき、確定とさせていただ

きたい。よろしくお願いします。 

 

４ 閉会 

 


